
 

                               

令和７年度 分収造林契約感謝状贈呈式を行いました 

【前列左から（一財）日本森林林業振興会様、東北ウッドカッター（株）様、箕輪局長、 

（株）堀川林業様】 

 

 

令和８年２月 27 日（金）、令和７年度

に分収造林契約をしていただいた方々

への感謝状贈呈式を行いました。 

 今年度は１月までに５件(東北ウッド

カッター（株）（新庄市）様、（株）堀川

林業（仙北市）様、(一財)日本森林林業

振興会（東京都）様、二戸市様、村山市

様)の契約をしていただいており、当日

は３者のご出席をいただきました。 

                      式典の中ではご出席いただいた方々

令和 ８年 ３月 ４日
東 北 森 林 管 理 局

東北ウッドカッター（株）様



 

から今回の分収造林契約の目的、森林に

対する想い等を語っていただいた後、東

北森林管理局箕輪局長から、「山村地域

の高齢化、過疎化が進む中、本事業によ

り山村地域の森林づくりや将来的な木

材資源の確保が進み地域振興にも寄与

するものです。また、地球温暖化対策へ

の関心が高まる中、二酸化炭素の吸収源

としての森林が造成され、2050 年ネット

ゼロ社会の実現にも貢献する取組であり、ご契約いただいた分収造林が将

来実を結び、御社の益々の発展に繋がることを祈念します。」とお礼を述べ、

式典を終えました。 

 

なお、現在林野庁では、「昭和 100 年

記念分収造林」を公募しており、東北森

林管理局でも既に数件の申請をいただ

いております。 

 この昭和 100 年記念分収造林では①

長期契約、②環境配慮、③多様な樹種の

３つの取組を「グリ－ン・シェアリン

グ」と位置付けて様々な企業等の参加

を進めております。 

                                         

詳しくは林野庁ＨＰ 

（ https://www.rinya.maff.go.jp/j/kokuyu_rinya/kokumin_mori/katuyo/

kokumin_sanka/bunshu_zorin/greensharing.html）をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

       林野庁 東北森林管理局 森林整備部 森林整備課  

     担当者 ： 髙橋、黒田              

      電 話 ： ０１８－８３６－２０３２（直通）   
国民の森林・国有林 

（株）堀川林業様

(一財)日本森林林業振興会様


